
奈良市公告第１２３号 

 

次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。 

 

令和６年５月８日 

 

 奈良市長 仲 川 元 庸    

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 環境清美工場ごみ自己搬入待機車両整理業務委託 

（２）履行場所 奈良市左京五丁目２番地 奈良市環境清美工場 

（３）委託期間 令和６年７月１日から令和９年６月３０日まで 

        （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

（４）業務内容 環境清美工場ごみ自己搬入待機車両整理業務 

（５）契約形式 委託契約 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次の条件に定める基準を全て満たすものであること。 

（１）令和５・６年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者であり、入札参加希望種目

（第１希望）が公告日において「（Ｒ）建物管理」の「（２）警備業（機械・交通・保全）」で

登録されているものであること。  

（２）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定による都道府県公安委員会の認定を受け

ている者であること。但し、奈良県の区域外に主たる営業所を有する者にあっては、同法第９条

に規定する届出書を奈良県公安委員会に提出している者であること。 

（３）令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間に本市又は他の官公庁（公社、公団を含

む。）と、頭書の委託業務と同等の契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらすべて誠実

に履行した実績を有すること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法 

（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者（会社

更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。）であること。 

（６）奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に掲

げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益とな

る活動を行う者でないこと。 

 

３ 入札参加申請 

（１）入札参加を申請する者は、次に掲げる申請書類を添えて提出してください。 

   ア 一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

   イ ２（２）に係る認定証の写し及び営業所設置等届出書の写し 

   ウ ２（３）を確認できる書類（様式第２号） 



   エ ２（３）の実績を証明する契約書類の写し 

（２）申請書類の受付 

   ア 期間 

令和６年５月８日（水）から令和６年５月２３日（木）まで（奈良市の休日を定める      

条例に規定する市の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

   イ 提出場所等 

    〒６３１－０８０１ 

    奈良市左京五丁目２番地 

    奈良市環境部環境清美工場 

    電話 ０７４２－７１－３０００（担当：総務係） 

   ウ 提出方法 

    申請書類の提出は、持参した場合に限り受け付けます。 

    エ 提出部数 

    各１部とします。 

（３）入札参加資格の確認及び結果通知 

     入札参加申請を行った者のうち、入札参加を承認する者には入札参加承認書により、承認し 

ないとした者にはその理由を示した入札参加不承認書により、令和６年５月２７日（月）まで 

に通知します。   

   

４ 仕様書等の配布 

   入札に参加しようとする者に対し、契約書案、仕様書等（以下、「仕様書等」とする。）を次

のとおり配布します。 

（１）配布期間  

令和６年５月８日（水）から令和６年５月２３日（木）まで（奈良市の休日を定める条例に

規定する市の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

（２）配布場所等 

〒６３１－０８０１ 

    奈良市左京五丁目２番地 

    奈良市環境部環境清美工場 

    電話 ０７４２－７１－３０００（担当：総務係） 

 

５ 入開札の場所及び日時 

（１）日時 

令和６年６月７日（金）午前１０時００分から 

 （２）場所 

   奈良市左京五丁目２番地 

   奈良市環境清美センター内 環境清美工場管理棟２階見学者ホール 

 

６ 入札に関する事項 

（１）入札保証金 

    入札に際し、奈良市契約規則第４条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。た

だし、同条第２項第２号に該当する場合は、これを免除します。 

（２）入札方法 

ア 持参入札とします。 

イ  入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入ることができない。 



ウ 入札書（様式第３号）に金額等の必要事項を記載し、封筒に入れて封印し、封筒表面に

「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入すること。 

エ 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨（アラビア数字で表記すること）

とします。 

オ 入札単価は配置警備員１人当たりの金額とし、入札者は消費税に係る課税事業者である

か免除業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。 

カ 再度入札の場合がありますので、再度入札用として入札書を別途用意してください。 

キ 代理入札の場合は、入札執行前に必ず委任状（様式第４号）を提出してください。提出

のない場合は、入札できないものとします。 

ク 入札者の不正行為又はその他の理由により、この入札を執行することが不適当であると

認めるときは、執行を取り止めます。 また、入札執行後においても落札決定を取り消す場

合があります。  

（３）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

    ア 入札参加資格のない者の入札 

    イ 入札書に記名押印のない入札 

    ウ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札 

    エ 同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札 

    オ 入札金額を訂正した入札 

    カ 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札 

    キ 入札書の日付が入開札日でない入札 

    ク その他入札条件に違反した入札 

 

７ 落札者の決定 

 （１）予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 

 （２）落札者となるべき同一の価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに「くじ」で決定します。 

 （３）予定価格に達した価格の入札がない場合は、直ちに再度入札を行います。 

 （４）再度入札は１回まで実施し、落札者のない場合は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

第８号の規定に基づき随意契約に移行する場合があります。 

 （５）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（その金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を

もって落札決定します。 

 

８ その他 

（１）上記に定めのないものは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び地方自治法施行令並

びに奈良市契約規則によります。 

（２）入札者が１人であるときは、入札は成立しないものとします。 

（３）提出書類の返却はしません。 

（４）本件入札に関する一切の費用は、入札者の負担とします。 

（５）問い合わせ先 

  〒６３１－０８０１ 

    奈良市左京五丁目２番地 

    奈良市環境部環境清美工場 

    電話 ０７４２－７１－３０００（担当：総務係） 


